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ご来場株主様へのQUOカードの配布は行っておりません。
あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。な
お、株主総会終了後に、ショールームをご見学いただけます
ので、是非お立ち寄りください。

尖ったDXで、世界を丸く。

第131期 定時株主総会

議案・事業報告等
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第１号議案 取締役10名選任の件

取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願
いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号 氏 名 現在の当社における地位

1 再 任
ひら の さとし

平 野 聡 代表取締役会長

2 再 任 江
え

藤
とう

隆 志
たか し

代表取締役社長 CEO

3 再 任 秋
あき

山
やま

治 彦
はる ひこ

取締役兼専務執行役員

4 再 任 山
やま

崎
ざき

貴 之
たか ゆき

取締役兼専務執行役員

5 新 任 渡
わた

邊
なべ

玲 子
れい こ

常務執行役員

6 再 任
社 外
独立役員 山

やま

崎
ざき

直 子
なお こ

取締役

7 再 任
社 外
独立役員 稲

いな

葉
ば

善 治
よし はる

取締役

8 再 任
社 外
独立役員 日

ひ

髙
だか

直 輝
なお き

取締役

9 再 任
社 外
独立役員 寺

てら

本
もと

克 弘
かつ ひろ

取締役

10 新 任
社 外
独立役員

なか い はじめ

中 井 元
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候補者
番 号 1 平

ひ ら

野
の

聡
さとし

1957年12月12日生
再 任

●所有する当社の株式数
92,835株

●取締役在任期間
（本総会終結時）
14年

●略歴並びに当社における地位及び担当
1982年４月 当社入社
1996年４月 Topcon Laser Systems, Inc. 副社長
2001年７月 Topcon Positioning Systems, Inc. 上席副社長
2007年６月 当社執行役員
2010年６月 当社取締役兼執行役員

当社ポジショニングビジネスユニット長
2012年６月 当社取締役兼常務執行役員
2013年６月 当社代表取締役社長 CEO
2023年４月 当社代表取締役会長（現任）
2024年 6 月 ㈱JVCケンウッド社外取締役（就任予定）

●取締役会の出席状況
13回／13回（100％）

●指名報酬諮問委員会の出席状況
７回／７回（100％）

●取締役候補者とした理由
平野聡氏は、2013年6月から10年にわたり、代表取締役社長 CEOとして、力強いリーダーシップによ

り経営を指揮し、「医・食・住」に関する社会的課題の解決に取り組むとともに、当社グループの持続的な
成長に多大な貢献を果たしました。また、2023年4月の代表取締役会長就任後は、現業務執行体制に対する
補佐及び経営の監督を適切に行い、取締役会の議長として適切な取締役会運営に寄与しています。これらの
ことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしまし
た。
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候補者
番 号 2 江

え

藤
と う

隆
た か

志
し

1960年2月18日生
再 任

●所有する当社の株式数
58,024株

●取締役在任期間
（本総会終結時）
９年

●略歴並びに当社における地位及び担当
1990年４月 当社入社
2007年６月 ㈱トプコン販売代表取締役社長
2009年７月 当社ポジショニングビジネスユニットグローバル事業企画部長
2013年６月 当社執行役員

当社スマートインフラ・カンパニー副社長
2014年４月 当社アイケア・カンパニー副長
2015年４月 当社アイケア・カンパニー長
2015年６月 当社取締役兼執行役員
2016年４月 当社取締役兼常務執行役員

当社営業本部長
2018年４月 当社スマートインフラ事業本部長

当社経営企画本部長
2021年４月 当社取締役兼専務執行役員

当社品質保証本部長
2021年６月 当社代表取締役兼専務執行役員
2022年４月 当社代表取締役兼副社長執行役員
2023年４月 当社代表取締役社長 CEO（現任）

●取締役会の出席状況
13回／13回（100％）

●指名報酬諮問委員会の出席状況 ●サステナビリティ委員会の出席状況
７回／７回（100％） 4回／4回（100％）

●取締役候補者とした理由
江藤隆志氏は、長年にわたり営業及び事業企画に携わり、営業及び事業改革による売上及び利益の伸長に

多くの成果を上げ、品質保証に関する諸施策にも取り組んでまいりました。また、2023年4月からは、代表
取締役社長 CEOとして、自らが策定を主導した中期経営計画を推進するとともに、グループ全体を牽引し、
経営を指揮しております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、
引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 3 秋

あ き

山
や ま

治
は る

彦
ひ こ

1963年2月25日生
再 任

●所有する当社の株式数
44,040株

●取締役在任期間
（本総会終結時）
9年

●略歴並びに当社における地位及び担当
1986年４月 当社入社
2005年６月 当社総務・経理グループ財務グループ部長
2014年４月 当社経理統括部次長
2014年６月 当社執行役員
2015年４月 当社経理本部次長
2015年６月 当社取締役兼執行役員

当社経理本部長
2016年４月 当社財務本部長（現任）
2019年６月 当社取締役兼上席執行役員
2021年４月 当社取締役兼常務執行役員

当社特需ビジネス推進部長（現任）
2023年４月 当社取締役兼専務執行役員（現任）

●取締役会の出席状況
13回／13回（100％）

●取締役候補者とした理由
秋山治彦氏は、長年にわたり財務及び会計に携わり、財務及び会計分野の改善に多くの成果を上げてまい

りました。また、現在は、取締役兼専務執行役員 財務本部長及び特需ビジネス推進部長として経営の監督
を適切に行うとともに、財務戦略の立案・実行を中心に諸施策に取り組んでおります。これらのことから、
持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 4 山

や ま

崎
ざ き

貴
た か

之
ゆ き

1966年8月10日生
再 任

●所有する当社の株式数
30,473株

●取締役在任期間
（本総会終結時）
８年

●略歴並びに当社における地位及び担当
1989年４月 当社入社
2006年10月 Topcon Positioning Systems, Inc. 上席副社長
2012年６月 当社経営戦略室経営企画部部長
2014年４月 当社経営企画部上席部長
2014年６月 当社執行役員

当社経営企画室長
2016年６月 当社取締役兼執行役員
2018年４月 当社製品開発本部長
2019年６月 当社取締役兼上席執行役員
2021年１月 当社R&D本部長
2021年４月 当社取締役兼常務執行役員

当社製造本部長
当社POC-SIB事業管理室長

2023年４月 当社取締役兼専務執行役員（現任）
Topcon Positioning Systems, Inc. エグゼクティブバイス
プレジデント（現任）
チーフビジネスインテグレーションオフィサー（現任）

●取締役会の出席状況
13回／13回（100％）

●取締役候補者とした理由
山崎貴之氏は、長年にわたり海外事業に携わり、海外事業の成長に多くの成果を上げるとともに、開発及

び製造に関する諸施策にも取り組んでまいりました。また、現在は、取締役兼専務執行役員、Topcon Positioning
Systems, Inc. エグゼクティブバイスプレジデント、チーフビジネスインテグレーションオフィサーとして
経営の監督を適切に行うとともに、ポジショニング事業にかかる戦略の立案・実行を中心に諸施策に取り組
んでおります。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取
締役候補者といたしました。
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候補者
番 号 5 渡

わ た

邊
な べ

玲
れ い

子
こ

1969年３月28日生
新 任

●所有する当社の株式数
16,147株

●略歴並びに当社における地位及び担当
1993年11月 エムアンドシーコンサルティング㈱入社
2001年５月 ユニファイネットワーク㈱＊入社
2002年11月 中央青山監査法人入社
2004年７月 中央青山プライスウォーターハウスクーパースHRS㈱＊転籍
2010年１月 プライスウォーターハウスクーパース㈱＊転籍
2018年４月 当社入社

当社執行役員
当社総務・法務統括部副長

2021年６月 当社上席執行役員
当社総務・法務統括部長

2023年４月 当社総務・人事・法務本部長（現任）
2024年４月 当社常務執行役員（現任）

＊現PwCコンサルティング(合)
●サステナビリティ委員会の出席状況
４回／４回（100％）

●取締役候補者とした理由
渡邊玲子氏は、長年にわたりグローバル・国内における組織人事コンサルタントとして、多くの企業にお

いて、組織再編(M&A、PMI)における人材移管・統合計画策定、組織変革、人事制度改定に携わってまいり
ました。2018年に執行役員として当社に入社した後は、組織・人材マネジメント基盤の改革を推進すると
ともに、サステナビリティ担当執行役員として、サステナビリティ戦略の策定・グローバルチーム体制の構
築において中心的な役割を担ってまいりました。2024年4月からは、常務執行役員総務・人事・法務本部長
として、総務・人事・法務業務を指揮しております。これらのことから、持続的な企業価値向上の実現のた
めに適切な人材と判断し、新たに取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号６ 山

や ま

崎
ざ き

直
な お

子
こ

1970年12月27日生
再 任 社 外 独立役員

●所有する当社の株式数
０株

●社外取締役在任期間
（本総会終結時）
６年

●略歴並びに当社における地位及び担当
1996年４月 宇宙開発事業団（現国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

(JAXA)）入社（2011年８月退職）
2010年４月 スペースシャトル・ディスカバリー号に、ミッションスペシャ

リストとして搭乗し、国際宇宙ステーション（ISS）組立補給
ミッションに従事

2012年７月 内閣府宇宙政策委員会委員(2022年7月退任)・臨時委員(現任)
2016年３月 ナブテスコ㈱社外取締役（2020年3月退任）
2017年９月 ㈱オプトラン社外取締役（現任）
2018年６月 当社取締役（現任）
2018年７月 (一社)Space Port Japan代表理事（現任）
2020年６月 ファナック㈱社外取締役（現任）
2021年６月 (公財)日本宇宙少年団理事長（現任）
2022年10月 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授

(2024年3月退任)
2023年 3 月 文部科学省宇宙開発利用部会第12期(科学技術・学術審議会臨

時委員）（現任）
環境省中央環境審議会地球環境部会委員（現任）

●重要な兼職の状況
㈱オプトラン社外取締役
(一社)Space Port Japan代表理事
ファナック㈱社外取締役

●取締役会の出席状況
13回／13回（100％）

●サステナビリティ委員会の出席状況
４回／４回（100％）

●社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
山崎直子氏は、最先端の航空宇宙工学分野に携わるとともに、スペースシャトル・ディスカバリー号に、

ミッションスペシャリストとして搭乗し、国際宇宙ステーション組立補給ミッションに従事するなど、宇宙
飛行士として、宇宙空間というリソースの限られた厳しい環境下での危機管理を行った経験を有し、科学技
術分野やリスクマネジメントに関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に
監督いただいております。これらのことから、グローバルに事業を展開し、GPSなど宇宙に関連する先端技
術を保有する、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて、主に科学技術分野やリスクマネジメントに関
する豊富な経験と高い見識を活かした経営の監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役
候補者といたしました。
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候補者
番 号７ 稲

い な

葉
ば

善
よ し は る

治 1948年７月23日生
再 任 社 外 独立役員

●所有する当社の株式数
571株

●社外取締役在任期間
（本総会終結時）
４年

●略歴並びに当社における地位及び担当
1973年４月 いすゞ自動車㈱入社
1983年９月 ファナック㈱入社
1989年６月 同社取締役
1992年６月 同社常務取締役
1995年６月 同社専務取締役
2001年５月 同社代表取締役副社長
2003年６月 同社代表取締役社長
2016年６月 同社代表取締役会長兼CEO
2019年４月 同社代表取締役会長
2020年６月 当社取締役（現任）
2023年６月 ファナック㈱取締役会長（現任）

●重要な兼職の状況
ファナック㈱取締役会長

●取締役会の出席状況
13回／13回（100％）

●指名報酬諮問委員会の出席状況
７回／７回（100％）

●社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
稲葉善治氏は、長年にわたりグローバルに事業を展開し、ファクトリーオートメーション革命のパイオニ

アである企業の経営トップを務め、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役とし
て経営を適切に監督いただいております。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向け
て、主に企業経営及び自動化技術に関する豊富な経験と高い見識を活かした経営の監督とアドバイスを行っ
ていただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号８ 日

ひ

髙
だ か

直
な お

輝
き

1953年５月16日生
再 任 社 外 独立役員

●所有する当社の株式数
2,997株

●社外取締役在任期間
（本総会終結時）
2年

●略歴並びに当社における地位及び担当
1976年４月 住友商事㈱入社
2001年４月 米国住友商事会社シカゴ支店長
2007年４月 住友商事㈱執行役員自動車金属製品本部長
2009年４月 同社常務執行役員中部ブロック長
2012年４月 同社専務執行役員関西ブロック長
2013年６月 同社代表取締役兼専務執行役員輸送機・建機事業部門長
2015年４月 同社代表取締役兼副社長執行役員輸送機・建機事業部門長
2018年６月 同社特別顧問
2019年６月 同社顧問（2020年3月退任）
2020年６月 ブラザー工業㈱社外取締役（現任）
2021年３月 ナブテスコ㈱社外取締役（現任）
2022年 6 月 当社取締役（現任）

●重要な兼職の状況
ブラザー工業㈱社外取締役
ナブテスコ㈱社外取締役

●取締役会の出席状況
13回／13回（100％）

●指名報酬諮問委員会の出席状況
７回／７回（100％）

●社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
日髙直輝氏は、長年にわたりグローバルに幅広い産業分野で事業を展開する企業の代表取締役を務めると

ともに、海外での業務に携わり、企業経営及び海外ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を有しており、
社外取締役として経営を適切に監督いただいております。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上
の実現に向けて、主に企業経営及び海外ビジネスに関する豊富な経験と高い見識を活かした経営の監督とア
ドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号９ 寺

て ら も と

本 克
か つ ひ ろ

弘 1955年12月13日生
再 任 社 外 独立役員

●所有する当社の株式数
０株

●社外取締役在任期間
（本総会終結時）
１年

●略歴並びに当社における地位及び担当
1979年４月 ㈱神戸製鋼所入社
2007年４月 ナブテスコ㈱入社
2009年６月 同社理事住環境カンパニー計画部長
2011年６月 同社執行役員
2012年８月 同社住環境カンパニー副社長兼計画部長
2013年２月 同社企画本部副本部長兼企画部長
2015年６月 同社代表取締役、常務執行役員、企画本部長
2017年３月 同社代表取締役社長、最高経営責任者
2022年３月 同社代表取締役会長
2023年３月 同社取締役会長（2024年3月退任）
2023年６月 当社取締役（現任）

●取締役会の出席状況
10回／10回（100％）

●社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
寺本克弘氏は、長年にわたり、グローバルに事業を展開し先端技術を保有する企業の経営トップを務め、

企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいており
ます。これらのことから、当社の持続的な企業価値向上の実現に向けて、主に企業経営に関する豊富な経験
と高い見識を活かした経営の監督とアドバイスを行っていただくため、引き続き社外取締役候補者といたし
ました。
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候補者
番 号 10 中

な か

井
い

元
はじめ

1953年3月9日生
新 任 社 外 独立役員

●所有する当社の株式数
０株

●略歴
1976年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
1999年６月 同行ニューヨーク営業第一部長兼IBJトラストカンパニー社長
2004年４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行）執行役員
2005年４月 みずほ証券㈱常務執行役員
2007年４月 セントラル硝子㈱顧問
2007年６月 同社常務執行役員
2009年６月 同社取締役常務執行役員
2012年６月 同社代表取締役専務執行役員
2016年６月 同社特別顧問（2018年3月退任）
2017年３月 静岡ガス㈱社外監査役（2021年3月退任）
2017年４月 (公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

チーフ・セレモニー・オフィサー
2017年６月 ㈱宇徳社外取締役
2020年５月 (公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

セレモニー・アドバイザー（2021年9月退任）
2022年６月 ㈱宇徳顧問（2023年3月退任）

●社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
中井元氏は、企業金融及び国際金融分野等における豊富な経験と財務及び会計に関する高い見識に加え、

グローバルに事業を展開する企業の代表取締役を務めた経験を有しております。これらのことから、当社の
持続的な企業価値向上の実現に向けて、主に海外での事業展開の経験や財務・会計分野に関する豊富な経験
と高い見識を活かした経営の監督とアドバイスを行っていただくため、新たに社外取締役候補者といたしま
した。
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（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．山崎直子氏、稲葉善治氏、日髙直輝氏、寺本克弘氏及び中井元氏は、社外取締役候補者であります。

また、当社は、山崎直子氏、稲葉善治氏、日髙直輝氏及び寺本克弘氏を㈱東京証券取引所が定める
独立役員として、同取引所に対し届け出ており、各氏の再任が承認された場合、届出を継続する予
定であります。また、中井元氏の選任が承認された場合、当社は同氏を同取引所が定める独立役員
として、同取引所に対し届け出る予定であります。

３．当社は、社外取締役候補者山崎直子、稲葉善治、日髙直輝及び寺本克弘の各氏との間で、会社法第
427条第1項及び定款の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に定める最低
責任限度額に限定する契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間
で、当該契約を継続する予定であります。また、社外取締役候補者中井元氏の選任が承認された場
合、当社は同氏との間で、同様の契約を締結する予定であります。

４．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、そ
の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、故意による法令違反に
係る損害賠償請求など一定の事由に対しては免責となります。各候補者の再任又は選任が承認され
た場合、候補者各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約
は、本年７月に更新を予定しております。

５．社外取締役候補者稲葉善治氏が取締役会長を、また、社外取締役候補者山崎直子氏が社外取締役を
務めるファナック㈱において、欧州のEMC指令に基づく整合規格に適合していない態様で同社製品
の試験が行われていた疑いがあることが判明しました。同社の社外取締役として、山崎直子氏は、
事前に当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から同社の取締役会において、コンプライア
ンスの重要性について、注意喚起、提言を行う等、その職責を果たしておりました。また、同氏は、
当該事実の判明後は、全容解明のための徹底した調査等について提言等を行っております。
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（ご参考）スキル・マトリックス（本株主総会後の予定）
氏 名 経営経験 グローバル

ビジネス
技術・製造
・サイエンス

事業戦略・
マーケティング

法務/リスク
マネジメント 財務・会計 ＥＳＧ・

社会貢献

取

締

役

平野 聡 ● ● ●
江藤 隆志 ● ● ●
秋山 治彦 ● ● ●
山崎 貴之 ● ● ●
渡邊 玲子 ● ● ●
山崎 直子 社 外 ● ● ●
稲葉 善治 社 外 ● ● ●
日髙 直輝 社 外 ● ● ●
寺本 克弘 社 外 ● ● ●
中井 元 社 外 ● ● ●

監

査

役

中村 昭久 ● ● ●
笠 信之 ● ● ●
竹谷 敬治 社 外 ● ● ●
鈴木 潔 社 外 ● ● ●

＊各人の有するスキルのうち、とりわけ強みのあるもの３つに「●」印をつけています。
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第２号議案 補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存

じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

井
い の う え

上 毅
つよし

1952年４月４日生
社 外

●所有する当社の株式数
０株

●略歴
1976年４月 日本開発銀行（現㈱日本政策投資銀行）入行
2004年６月 日本政策投資銀行東北支店長
2006年６月 同行監事
2008年10月 ㈱日本政策投資銀行常勤監査役
2010年６月 日本原燃㈱常務取締役
2013年６月 同社取締役常務執行役員（2014年6月退任）
2014年６月 ㈱価値総合研究所代表取締役社長（2017年6月退任）

三菱製紙㈱社外監査役（2018年6月退任）
2015年６月 富士石油㈱社外監査役（2023年6月退任）
2016年６月 ㈱日本経済研究所代表取締役社長（2017年6月退任）

トピー工業㈱社外取締役（2020年6月退任）
2021年７月 DNホールディングス㈱社外取締役（監査等委員)（現任）

●重要な兼職の状況
DNホールディングス㈱社外取締役（監査等委員)

●補欠の社外監査役候補者とした理由
井上毅氏は、長年にわたり金融機関に勤務するとともに、企業の経営に携わり、企業経営並びに財務及び会

計に関する豊富な経験と高い見識を有しております。これらのことから、当社の社外監査役としての職務を適
切に遂行していただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
（注）１．井上毅氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．井上毅氏は、補欠の社外監査役候補者であります。また、同氏が社外監査役に就任した場合、当社
は同氏を㈱東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に対し届け出る予定であります。

３．井上毅氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定
に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に定める最低責任限度額に限定する契約
を締結する予定であります。

４．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、そ
の職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるこ
とのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、故意による法令違反に
係る損害賠償請求など一定の事由に対しては免責となります。井上毅氏が社外監査役に就任した場
合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は、本年７
月に更新を予定しております。

以 上



売上高 (百万円 ) 営業利益 (百万円 ) 経常利益 (百万円 ) 親会社株主に帰属する
当期純利益 (百万円 )

2023年度 2023年度 2023年度 2023年度2022年度 2022年度 2022年度 2022年度

215,625 19,537
17,829

11,806

216,497

11,204
8,857

4,940

事業報告 2023
2024

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで
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１ 当社グループの現況に関する事項

（1）事業の経過及び成果
当期における経済環境は、欧米を中心とした各国の金融引締め長期化と金融緩和期待の後退、またロシ

ア・ウクライナ情勢の長期化やイスラエルのガザ侵攻等の影響を受け、先行き不透明な状況が続きました。

このような経済環境にあって当社グループは、『「医・食・住」に関する社会的課題を解決し、豊かな社会
づくりに貢献します。』を経営理念に掲げ、「尖ったDXで、世界を丸く。」をスローガンに、持続可能な社会
の実現に向け、医・食・住の諸課題をDXソリューションで解決するグローバル企業として、企業価値の向
上に取り組んでまいりました。

こうした中で、当期の当社グループの［連結］業績は、次のようになりました。

売上高は、ポジショニング事業は減収となりましたが、アイケア事業では好調な販売を持続し、また円安
による影響も追い風に作用したことで、216,497百万円（前年度と比べ0.4％の増加）となりました。利益
面では、為替影響を除いた売上高が前年度を下回ったため、人件費や開発費等の増加を吸収できず、営業利
益は11,204百万円（前年度と比べ△42.6％の減少）となり、経常利益は8,857百万円（前年度と比べ△
50.3％の減少）となりました。また、第１四半期に計上した減損損失、第３四半期に計上した訴訟関連費
用、第４四半期に計上した構造改革関連費用等の影響により、親会社株主に帰属する当期純利益は4,940百
万円（前年度と比べ△58.2％の減少）となりました。



売上高

営業利益

前年度比
4.9％減

前年度比
55.5％減

ポジショニング事業

1,403億 6百万円

91億0千

8千

6百万円

主要な製品
トータルステーション、３Ｄレーザースキャナー、ＩＣＴ自動化施工シ
ステム、ＩＴ農業システム、測量用ＧＮＳＳ受信機、レーザー機器、３
Ｄ移動体計測システム、ソフトウエア（施工管理、測量・土木、３Ｄ
点群処理／モデリング等）

アイケア事業
売上高

751億7千

67億1千

2百万円
営業利益

5 万円

主要な製品
３次元眼底像撮影装置、眼底カメラ、オートレフラクトメータ／オー
トケラトレフラクトメータ、スリットランプ、眼圧計、レンズメータ、
眼科用レーザー光凝固装置、ソフトウエア（眼科画像ファイリング・
データ管理、眼科電子カルテ等）、検眼システム

前年度比
12.4％増

前年度比
69.2％増百
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事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。（売上高は、事業セグメント間の内部売上高を含ん
でおります。）

ポジショニング事業は、北米住宅建設市場の低迷や金融引き締めの長期化に伴う買い控えが継続し最大市場であ
る米国で販売が伸び悩みました。また、円安の恩恵はあったものの、前年度に特需（大型案件）があったことも
あり、売上高は140,386百万円（前年度と比べ△4.9％の減少）となりました。営業利益は、売上高の減少に対
して、販管費抑制に向けた施策を行ったものの、効果が十分に顕在化するには至らず、9,106百万円（前年度と
比べ△55.5％の減少）となりました。

アイケア事業では、大手眼鏡チェーン店向けを中心に成長事業に位置付けているスクリーニングビジネスが順調
に進捗したことに加え、スクリーニングビジネスの持つ強みを生かした基盤事業の拡大も相俟って、好調な販売
が持続し、売上高は75,172百万円（前年度と比べ12.4％の増加）となりました。営業利益は、売上高の増加に
加え成長投資を維持しつつも販管費の増加を抑制したことから、6,715百万円（前年度と比べ69.2％の増加）と
なりました。

（2）設備投資の状況
当年度の当社グループの設備投資の総額は19,332百万円であります。セグメント別は、ポジショニング

事業で10,928百万円、アイケア事業で7,832百万円、等であります。

（3）研究開発活動
当年度におけるグループ全体の研究開発費は、24,200百万円であります。当社グループは、本社研究部

門・技術部門、並びに米国・欧州における子会社の各技術部門等で、研究開発活動を行っております。

（4）資金調達の状況
当社は、2023年6月に、研究開発・設備投資及び借入金返済の資金として、無担保社債を発行し、

20,000百万円を調達いたしました。



売上高 (百万円 )

2022年度2021年度2019年度 2020年度 2022年度2021年度2019年度 2020年度 2022年度2021年度2019年度 2020年度

営業利益 (百万円 ) ( 百万円 )親会社株主に帰属する当期純利益

138,916

5,381

935

137,247

6,593

2,376

176,421 15,914
10,699

2023年度 2023年度 2023年度

215,625 19,537

11,806

216,497

11,204

4,940

事業報告
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（5）重要な企業結合等の状況
該当事項はありません。

（6）財産及び損益の状況の推移
第127期
2019年度

第128期
2020年度

第129期
2021年度

第130期
2022年度

第131期
2023年度

売上高 （百万円） 138,916 137,247 176,421 215,625 216,497

営業利益 （百万円） 5,381 6,593 15,914 19,537 11,204

営業利益率 （％） 3.9 4.8 9.0 9.1 5.2

経常利益 （百万円） 2,895 5,587 14,820 17,829 8,857
親会社株主に帰属する
当期純利益 （百万円） 935 2,376 10,699 11,806 4,940

１株当たり当期純利益 （円） 8.87 22.59 101.71 112.16 46.90

総資産 （百万円） 161,721 168,210 184,983 207,890 247,029

純資産 （百万円） 64,659 70,687 85,150 97,040 110,298

自己資本比率 （％） 39.0 41.2 45.1 45.8 43.8

１株当たり純資産 （円） 600.03 659.31 793.57 905.17 1,027.99

株主資本利益率（ROE） （％） 1.4 3.6 14.0 13.2 4.9

（注） １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除した株式数により算出
しております。
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（7）親会社及び重要な子会社の状況(2024年３月31日現在)
1) 親会社との関係

該当事項はありません。
2) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ト プ コ ン 山 形 371百万円 100.0％ ポジショニング、アイケア製品の製
造・販売

株式会社トプコンソキア
ポジショニングジャパン 269百万円 100.0％

[100.0％] ポジショニング製品の販売
株 式 会 社 ト プ コ ン
メ デ ィ カ ル ジ ャ パ ン 100百万円 100.0％ アイケア製品の販売

株式会社トプコンオプトネクサス 100百万円 100.0％ ポジショニング、アイケア製品の製造

Topcon Positioning Systems, Inc. 138,905千US$ 100.0％
[100.0％] ポジショニング製品の製造・販売

Topcon Medical Systems, Inc. 16,094千US$ 100.0％
[100.0％] アイケア製品の販売

Topcon Europe Positioning B.V. 18千EUR 100.0％
[100.0％] ポジショニング製品の販売

Topcon Europe Medical B.V. 18千EUR 100.0％
[100.0％] アイケア製品の販売

Topcon Optical (Dongguan) Technology Ltd. 12,000千US$ 90.0%
[90.0%]

ポジショニング、アイケア、光デバイ
ス製品の製造・販売

Topcon (Beijing) Medical Technology Co., Ltd. 15,000千RMB 100.0％ アイケア製品の販売

（注）１．上記の重要な子会社を含め、連結対象会社は64社であります。
２．議決権比率の［ ］内は間接所有比率で、内数であります。



の成長市場において社会的課題を解決し事業を拡大する経営ビジョン

社会的課題

・世界的な高齢化に伴う眼疾患の増加
・世界的な眼科医不足

・世界的な人口増加に伴う
食糧不足への懸念

・温暖化や異常気象に伴う
農作物の生産減少や被害

・世界的なインフラ需要に
対応する技能者不足

・気候変動に伴う災害の
激甚化や頻発化

社会的課題 社会的課題

DXによる「医（ヘルスケア）・食（農業）・住（建設）」のイノベーション
眼健診（スクリーニング）の

仕組みづくり
「農業の工場化」で
営農サイクルを一元管理

「建設工事の工場化」で
ワークフローを一元管理

事業報告
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（8）対処すべき課題
当社は、下記に示す当年度(2023年度)を初年度とする3ヵ年の「中期経営計画2025」を開始し、当年度

はその1年目として中期経営計画の各戦略施策を実行いたしました。

『中期経営計画2025』 (2023年度-2025年度)の概要
当社は、経営ビジョンとして、「医・食・住の成長市場において、社会的課題を解決し事業を拡大する」

を引き続き掲げ、「医・食・住」 のそれぞれの事業領域で、社会的課題を解決する「DXソリューション」
の開発と展開を進めてまいります。
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当社の事業領域である「医・食・住」 の各市場においては、IT化・自動化は依然遅れている産業と言え、
当社DXソリューションの展開には、大きな成長の余地が存在しております。当社は、成長事業の加速・基
盤事業の強化に加え、当社の独自技術で具現化される市場のさらなる創出により事業拡大を続け、長期計数
ビジョンとして、創立100周年を迎える2032年に、現状の約2倍の連結売上高4,000億円への成長を目指し
ます。
「中期経営計画2025」は、『持続成長する100年ベンチャーに挑む』を基本方針として、この創立100周

年に向けた第1ステップとなる3年間の中期経営計画と位置づけて、下図の3本柱の基本戦略のもと経営課題
に取り組み、各事業での成長戦略を展開しております。
当年度は、この「中期経営計画2025」の1年目として、各領域において、下図に示した戦略施策等を実行

してまいりました。
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（9）主要な事業所(2024年３月31日現在)
1) 当社

本 社 東京都板橋区

工 場 東京都板橋区

2) 子会社

国 内 株式会社トプコン山形（山形県山形市）

株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン（東京都板橋区）

株式会社トプコンメディカルジャパン（東京都板橋区）

株式会社トプコンオプトネクサス（福島県田村市）

海 外 Topcon Positioning Systems, Inc. (California, U.S.A.)

Topcon Medical Systems, Inc. (New Jersey, U.S.A.)

Topcon Europe Positioning B.V. (Zoetermeer, The Netherlands)

Topcon Europe Medical B.V. (Capelle, The Netherlands)

Topcon Optical(Dongguan)Technology Ltd. (Guangdong Province, China)

Topcon (Beijing) Medical Technology Co., Ltd. (Beijing, China)
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（10）従業員の状況(2024年３月31日現在)
事 業 区 分 従 業 員 数 前期末比増減

ポ ジ シ ョ ニ ン グ 事 業 3,193名 △81名

ア イ ケ ア 事 業 2,131名 137名

そ の 他 232名 △43名

合 計 5,556名 13名

（注） 上記の従業員には、当社グループ外への出向社員、パートタイマー及び嘱託並びに派遣社員は含まれて
おりません。

（11）主要な借入先及び借入額(2024年３月31日現在)
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 11,789百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 8,323百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 5,525百万円



金融機関
26.82％

株式分布状況

証券会社
4.02%

その他法人等
1.73%

外国法人等
55.29%

発行済株式総数
108,322,242株

個人・その他
（自己株式を含む）
12.14％

事業報告
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２ 会社の株式に関する事項 (2024年３月31日現在)
（1）発行可能株式総数

160,000,000株

（2）発行済株式の総数

108,322,242株
（自己株式2,970,328株を含む）

（3）株主数

14,509名

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 14,201,800株 13.48%

CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL 9,754,700株 9.25%

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT BRITISH VIRGIN
ISLANDS/U.K. 5,441,600株 5.16%

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 5,035,200株 4.77%

GOLDMAN, SACHS & CO. REG 4,451,078株 4.22%

第一生命保険株式会社 4,038,000株 3.83%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505103 2,638,625株 2.50%

GIC PRIVATE LIMITED - C 2,235,031株 2.12%

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505001 2,058,055株 1.95%

モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2,023,341株 1.92%

（注）持株比率は、自己株式2,970,328株を除いて算出しております。

（５）当期中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価
値共有を進めることを目的として、取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式
を付与しております。当期においては、取締役（社外取締役を除く。）4名に対し、職務執行
の対価として、33,400株交付しております。
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３ 会社の新株予約権等に関する事項

（１）当事業年度末日に当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はございません。

（２）当事業年度中に当社使用人に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はございません。
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４ 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役に関する事項（2024年３月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役会長 平 野 聡
代表取締役社長 江 藤 隆 志 CEO

取 締 役 秋 山 治 彦
専務執行役員
財務本部長
特需ビジネス推進部長

取 締 役 山 崎 貴 之
専務執行役員
Topcon Positioning Systems, Inc. エグゼクティ
ブバイスプレジデント
チーフビジネスインテグレーションオフィサー

取 締 役 熊 谷 薫 常務執行役員
技術本部長

取 締 役 須 藤 亮 内閣府科学技術政策参与

取 締 役 山 崎 直 子

㈱オプトラン社外取締役
(一社)Space Port Japan代表理事
ファナック㈱社外取締役
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュー
ト特任教授

取 締 役 稲 葉 善 治 ファナック㈱取締役会長
取 締 役 日 髙 直 輝 ブラザー工業㈱社外取締役

ナブテスコ㈱社外取締役
取 締 役 寺 本 克 弘
常 勤 監 査 役 中 村 昭 久
常 勤 監 査 役 笠 信 之
監 査 役 竹 谷 敬 治 ㈱駅探社外監査役（常勤）
監 査 役 鈴 木 潔
（注）１．取締役須藤亮氏、山崎直子氏、稲葉善治氏、日髙直輝氏及び寺本克弘氏は、社外取締役であります。

２．監査役竹谷敬治氏及び鈴木潔氏は、社外監査役であります。
３．当社は、取締役須藤亮氏、山崎直子氏、稲葉善治氏、日髙直輝氏及び寺本克弘氏並びに監査役竹谷

敬治氏及び鈴木潔氏を、㈱東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に対し届け出ており
ます。

４．監査役竹谷敬治氏は、長年にわたる経営管理業務の経験を、監査役鈴木潔氏は、長年にわたる金融
関係業務の経験をそれぞれ有しており、各氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの
であります。
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５．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。
(1)就任
2023年6月28日開催の第130期定時株主総会において、新たに寺本克弘氏は取締役に選任され、
就任いたしました。

(2)退任
2023年6月28日開催の第130期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により、松本和幸
氏は取締役を退任いたしました。

(3)重要な兼職の異動
取締役稲葉善治氏は、2023年６月29日付で、ファナック㈱の代表取締役を退任いたしました。
取締役寺本克弘氏は、2024年3月26日付で、ナブテスコ㈱の取締役会長を退任いたしました。
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（2）社外役員に関する事項
区 分 氏 名 出 席 状 況 主な活動状況及び社外取締役が果たすことが

期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役

須 藤 亮 [取締役会]13回中13回
主に技術分野に関する豊富な経験と高い見識
に基づき、適宜発言を行うとともに、経営の
監督、アドバイス等適切な役割を果たしてお
ります。

山 崎 直 子 [取締役会]13回中13回
主に科学技術分野やリスクマネジメントに関
する豊富な経験と高い見識に基づき、適宜発
言を行うとともに、経営の監督、アドバイス
等適切な役割を果たしております。

稲 葉 善 治 [取締役会]13回中13回
主に企業経営及び自動化技術に関する豊富な
経験と高い見識に基づき、適宜発言を行うと
ともに、経営の監督、アドバイス等適切な役
割を果たしております。

日 髙 直 輝 [取締役会]13回中13回
主に企業経営及び海外ビジネスに関する豊富
な経験と高い見識に基づき、適宜発言を行う
とともに、経営の監督、アドバイス等適切な
役割を果たしております。

寺 本 克 弘 [取締役会]10回中10回
主に企業経営及び海外ビジネスに関する豊富
な経験と高い見識に基づき、適宜発言を行う
とともに、経営の監督、アドバイス等適切な
役割を果たしております。

監 査 役
竹 谷 敬 治 [取締役会]13回中13回

[監査役会]14回中14回
主に経営管理に関する豊富な経験と高い見識
に基づき、適宜発言を行っております。

鈴 木 潔 [取締役会]13回中13回
[監査役会]14回中14回

主に金融に関する豊富な経験と高い見識に基
づき、適宜発言を行っております。

（注）１．取締役須藤亮氏は、内閣府科学技術政策参与でありますが、当社と内閣府との間に特別な関係はありませ
ん。

２．取締役山崎直子氏は、㈱オプトランの社外取締役、(一社)Space Port Japanの代表理事、ファナック㈱の
社外取締役及び慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート特任教授でありますが、当社と各社
及び大学との間に特別な関係はありません。

３．取締役稲葉善治氏は、ファナック㈱の取締役会長でありますが、当社と同社との間に特別な関係はありま
せん。

４．取締役日髙直輝氏は、ブラザー工業㈱の社外取締役、ナブテスコ㈱の社外取締役でありますが、当社と各
社との間に特別な関係はありません。

５．取締役寺本克弘氏は、2024年3月26日までナブテスコ㈱の取締役会長でありましたが、当社と同社との間
に特別な関係はありません。

６．監査役竹谷敬治氏は、㈱駅探の社外監査役（常勤）でありますが、当社と同社との間に特別な関係はあり
ません。

７．当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、任務を
怠ったことによる損害賠償責任を、法令に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。

８．取締役寺本克弘氏は、2023年６月28日開催の第130期定時株主総会において新たに取締役に選任され、
就任いたしましたので、出席状況については、2023年６月28日以降に開催した取締役会への出席状況を
記載しております。



28

（3）取締役及び監査役の報酬等
1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役（社外取締役を除く。）の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬（短期業績連動報酬及び中期
業績連動報酬）及び譲渡制限付株式報酬により構成されております。社外取締役及び監査役の報酬等は固定
報酬のみとなっております。
当社は、取締役の報酬等の取扱いに係る客観性・透明性を確保することを目的として、独立社外取締役を

委員長とし、委員の過半数を独立社外役員で構成する指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮
問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役会に対して提言を行っており、取締役の報酬等に関する方針
は、指名報酬諮問委員会の審議、提言を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。
取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した取締役の報酬額の総額の範囲内で、取締

役の報酬等に関する方針に基づき、指名報酬諮問委員会の審議、提言を踏まえ、譲渡制限付株式報酬に関し
ては、取締役会の決議により具体的な割当数を決定し、その他の報酬等に関しては、代表取締役社長が当社
全体の業績を俯瞰していることや事前に指名報酬諮問委員会の審議、提言を得る手続があること等を踏ま
え、取締役会が代表取締役社長（江藤隆志、CEO）にその具体的な額の決定を委任しており、委任を受けて
代表取締役社長がその具体的な額について決定しております。また、取締役会は、指名報酬諮問委員会に
て、事前に取締役の報酬等と取締役の報酬等に関する方針との整合を含めた多角的な検討を行っていること
から、当該報酬等が報酬等に関する方針に沿うものであると判断しております。
各監査役の報酬等の額は、株主総会の決議により決定した監査役の報酬額の範囲内で、監査役の協議によ

り決定しております。
① 固定報酬
・取締役（社外取締役を除く。）の固定報酬は、役位に応じて決定し毎月支給しています。
・社外取締役の固定報酬は、役割等を考慮して決定し毎月支給しています。
② 業績連動報酬
・取締役（社外取締役を除く。）の業績連動報酬は、当該事業年度の一定の指標を基準に算定します。業績
連動報酬の基準となる指標は、取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、株主との利害
の一致を図るため、連結の親会社株主に帰属する当期純利益及びROE等としております。

・短期業績連動報酬は、当事業年度の実績に基づき、中期業績連動報酬は、中期経営計画期間の累計実績
に基づき算定し、それぞれ対象期間終了後に支給します。

・業績連動報酬の基準となる指標の当事業年度の実績は、連結の親会社株主に帰属する当期純利益4,940百
万円、ROE4.9%、中期経営計画の累計実績は、連結の親会社株主に帰属する当期純利益4,940百万円、
ROE4.9％（平均）であります。
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③譲渡制限付株式報酬
・当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進め
ることを目的として、取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を付与しております。譲渡
制限付株式の各取締役に割り当てる数は役位に応じて決定します。譲渡制限付株式は、割り当てを受け
た取締役に対し払込金額と同額の金銭報酬債権と本譲渡制限付株式の払込金額とを相殺することを条件
に取締役会決議により発行します。

④報酬構成比率
・取締役（社外取締役を除く。）の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成
されております。業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬の合計の報酬総額に対する割合は、取締役の業
績向上に対する意欲や士気を高めるとともに、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視し、各役位
の平均で、最大6割程度となるよう設計します。

2)取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬額は、2022年6月28日開催の第129期定時株主総会の決議により、年額1,100百万

円以内（固定部分を年額500百万円以内、当該事業年度の一定の指標を基準に算定する業績連動部分を年額
600百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とし、そのうち社外取締役の
総額を年額100百万円以内（固定部分のみ）と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役の
員数は10名（うち社外取締役5名）であります。
また、同第129期定時株主総会において、当社取締役（社外取締役を除く。）に対し、上記報酬枠とは別

枠で、譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することが決議されております。本譲渡制
限付株式報酬制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額200百万円以内（ただし、
使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10
万株以内（ただし、当該株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社
の普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併
合比率等に応じて当該総数を、必要に応じて合理的な範囲内で調整します。）と定められております。なお、
譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、既に付与済みのものを除き、ストックオプション制度は廃止しておりま
す。
当社の監査役の報酬額は、2013年６月26日開催の第120期定時株主総会の決議により、年額100百万円

以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名（うち社外監査役２名）であ
ります。
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3)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額

報酬等の種類別の総額
対象となる
役員の員数固定報酬

業績連動報酬
非金銭報酬短期・中期

業績連動報酬

取締役（社外取締役を除く） 326百万円 196百万円 63百万円 66百万円 4名

社 外 取 締 役 69百万円 69百万円 ー ー 6名

監査役（社外監査役を除く） 37百万円 37百万円 ー ー 2名

社 外 監 査 役 16百万円 16百万円 ー ー 2名
（注）1. 非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。

2. 社外取締役の員数には、2023年６月28日開催の第130期定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役１名が含
まれております。
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５ 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該契約の内容の概要は次のとおりであります。

（1）被保険者の範囲
当社の取締役、監査役及び執行役員並びに当社子会社の取締役及び監査役が被保険者の範囲でありま
す。

（2）被保険者の実質的な保険料負担割合
当社が全額負担しております。

（3）填補対象となる保険事故の概要
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって
生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、故意による法令違
反に係る損害賠償請求など一定の事由に対しては免責となります。
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６ 会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
支 払 額

1）当事業年度に係る報酬等の額 98百万円

2）当社及び当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 101百万円

（注）１．当社監査役会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けたうえ
で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積もりの算定根拠について確認
し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について
同意しております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく会計監査人の監査に対する報酬等の
額と金融商品取引法に基づく監査に対する報酬等の額を区分しておりませんので、上記1)の金額に
ついては、金融商品取引法に基づく監査に対する報酬等の額を含めております。

３．当社の海外子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国における当該資格に相当する資格を
有する者を含む）の監査を受けております。

４．当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、コンフォート
レター作成業務についての対価を支払っております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会

に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認めら

れる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
す。
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７ 会社の体制及び方針

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会において
決議しております。その内容は次のとおりであります。

1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①トプコングループ共通の価値観である「TOPCON WAY」、及びその具体的な行動指針である「トプコングロ
ーバル行動基準」を定め、会社記念日等あらゆる機会に経営トップからグループ全役員・全従業員に対し、その
重要性を認識させ、また、日常の教育活動を通じて周知徹底を図る。

②当社及びグループ会社全体に影響を及ぼす重要事項は、取締役会において決定する。取締役の職務の執行に関
する監督機能の維持、強化のため社外取締役を選任する。

③「内部通報制度」の活用により、問題の早期発見と、適時適切な対応の充実に努める。
④内部監査部門として社長直属の「経営監査室」を設け、コンプライアンス等の内部管理体制の適正性･有効性を検
証し、重要な問題事項があれば、社長･取締役会へ適時に報告する体制を整備する。

⑤業務遂行状況の可視化を通じての透明性の確保、重要な会社情報の開示についての適時適正性を担保するため
の体制づくり、及び業務プロセスの改革を図る。

⑥職務執行に当たっては、法令遵守を第一として徹底し、特に、独占禁止法関係･輸出管理･インサイダー取引規制･
個人情報や秘密情報の保護、環境保護等の側面では、個別に社内規程や管理体制を整備する。

⑦「トプコングローバル行動基準」に反社会的勢力との関係の遮断に関する指針を定め、反社会的勢力の事業活
動への関与の拒絶を全社に徹底する。

2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①法令及び定款、並びに「取締役会規程」、「執行役員会規程」、「グループガバナンス規程」、「情報セキュリティ
基本規程」、「文書取扱規程」、「書類保存基準 (規則)」等の社内規程に基づいて、取締役会及び執行役員会の議
事録とそれらの資料、並びに稟議書等の重要書類を適切に保存・管理する。
(当社は、執行役員制度を採用しているため、ここにいう「職務の執行に係る情報」には、取締役会のみならず、執行
役員会に係る情報等が含まれる。)

②取締役、監査役、会計監査人及びそれらに指名された使用人が、必要に応じ重要書類を閲覧できる体制を整備
する。
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3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①「リスク・コンプライアンス基本規程」を定め、危機管理責任者を設けて、当社及びグループ会社に生ずるあら
ゆるリスクに、その内容に応じ、適時適切に対応し得る体制を整備する。

②通常の職制を通じたルートとは別に、リスクの発見者から、リスク情報を、直接に連絡出来る「内部通報制度」を
導入し、これにより、リスク情報の早期発見に資し、発生事態への迅速･適切な対応に役立てるとともに、グルー
プ会社も含む全役員･全従業員のリスク管理への認識向上に努める。なお、「内部通報制度」は、内部監査部門で
ある「経営監査室」が所管する。

③個人情報の保護については「個人情報保護基本規程」、また秘密情報の取扱については「情報セキュリティ基本規
程」を、それぞれ、その下部規程類を含めて整備し、グループ会社を含めて、その周知徹底を図る。

4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は、原則として毎月１回(その他臨時に)開催され、経営の基本方針や、法令、定款に定めのある事項、そ
の他経営に関する重要事項について審議し、報告を受けることにより、監督機能の強化に努める。

②執行役員に日常の業務執行を委ねるとともに、執行役員会を設置し、社内規程に基づく社長の決裁権限の範囲
内で重要な業務執行案件の審議、決定を行うことによって、取締役会における十分かつ実質的な議論を確保し、
迅速な意思決定が出来る体制を整備する。

③「取締役会規程」、「執行役員会規程」、「グループガバナンス規程」、「業務組織規程」等の規程類に定められた適
正な手続に則って、それぞれの業務が執行される。

5)当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①トプコングループ共通の価値観である「TOPCON WAY」を通じて、各国、各地域のグループの全役員・全
従業員が国境や会社の枠を超えて、グループの価値観・判断基準を共有している。また、その具体的な行動指
針である「トプコングローバル行動基準」を、当社内への徹底はもとより、グループ会社にも採択させ、法令遵守
の認識を確立させる。

②当社及びグループ会社を対象とした「グループガバナンス規程」を制定し、決裁基準及び報告事項を明確に定め、
これを徹底するとともに、年度中、幾度もの事業遂行状況報告の場を設けて、トプコングループ内における情報
共有化と、グループ会社に対する遵法認識の向上のための指導に努める。

③当社の内部監査部門である「経営監査室」は、監査役による監査、会計監査人による監査等とも連携して、グルー
プ会社についても監査し、業務の適正の確保に役立てる。

④財務報告の信頼性及び適正性を確保するため、当社及びグループ会社は金融商品取引法の定めに従い、内部統
制の環境整備及び運用体制の構築を行うとともに、内部統制システムの有効性を継続的に評価し必要な是正を
行う。
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6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じ、内部監査部門である「経営監査室」に属する使用人を、随時、監査役の職務の補助に当たら
せる。

7)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務の補助に当たる「経営監査室」の使用人による当該業務については、取締役、執行役員の関与外と
するとともに、当該使用人の人事異動に関しては、予め監査役会と協議する。

8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
①監査役が、意思決定のプロセスの監査を行うために、取締役会、執行役員会、その他の社内重要会議に出席し、あ
るいは、会議議事録、その他資料を閲覧して情報を収集する体制を整備する。

②監査役が、年度中、当社内の各業務執行部門から、その業務の状況につき、報告を聴取し、またグループ会社に赴
き、その業務の状況を監査出来る体制を確保する。

③監査役は、上記のほか、何時にても必要に応じ、当社及びグループ会社の、取締役･執行役員･使用人に対し、業務
の報告を受けることが出来る。

④監査役に対しては、経営監査室より内部監査に関わる状況とその監査結果の報告を行い、連携と効率化を図
る。

9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役が、取締役会、執行役員会その他の社内重要会議に出席するほか、会社(グループ会社を含む)の業務執行状
況を定期的に監査する機会を確保し、職務補助に当たらせる者を指名するなど、取締役の職務執行に対する監
査役監査が十分に行えるよう、取締役会は配慮する。

②監査役と取締役との定期的な意見交換の場を設け、監査役の意見を経営判断に適正に反映させる機会を確保す
る。

③監査役と会計監査人とは情報・意見交換の場を設置する。
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（2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
1)取締役の職務執行

取締役会を13回開催し、当社グループの経営に関する重要事項について審議、決定、報告を行うとともに、
取締役及び使用人の職務執行の監督を行いました。

2)法令等遵守及びリスク管理
当社グループ役員・社員の法令遵守・リスク管理意識向上のために、トプコングループ共通の価値観である

「TOPCON WAY」の具体的な行動指針である「トプコングローバル行動基準」並びに当社グループの意思決
定基準及び報告事項を定めた「グループガバナンス規程」等に関するガバナンス・コンプライアンス教育を実
施いたしました。
法令、定款及び社内規程に基づき、取締役会議事録等の重要書類を適切に保存・管理しております。
内部監査部門である「経営監査室」により、当社グループのコンプライアンス等、内部管理体制の適正性と

有効性の検証を行いました。
内部通報制度に関して定期的な社員への周知活動を行い、リスクの早期発見及び迅速、適切な対応に努めて

おります。
3)財務報告の信頼性と適正性の確保

財務報告の信頼性と適正性を確保するため、当事業年度においても内部統制の有効性の評価を行いました。
4)監査役の職務執行

監査役会を14回開催し、監査に関する重要な事項について報告し、協議、決議を行いました。また、当社グ
ループの監査、取締役会その他重要な会議への出席、並びに代表取締役、会計監査人及び経営監査室との間で
定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査を行っております。

（3）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主への利益還元として、［連結］業績の伸長に対応して利益配分を行うことを重視し、安定的な配

当を継続することを基本方針としております。
剰余金の配当につきましては、中間配当と期末配当の年２回の配当を行うことを基本としております。また、

株主総会の決議によらず、取締役会の決議によること、及び、期末配当の基準日を毎年３月31日、中間配当の基
準日を毎年９月30日とし、この他にも基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨、定款に定めておりま
す。
当年度の剰余金の配当につきましては、連結業績の伸長に対応して利益配分を行うという基本方針に基づき、

中間配当を１株当たり20円（前年度中間配当は20円）実施いたしましたのに加え、期末配当を１株当たり22円
（前年度期末配当22円）とし、合わせて年間42円（前年度配当42円）の配当とさせていただきました。
内部留保資金の使途については、研究開発投資や設備投資等、将来の積極的な事業展開に有効に活用してまい

ります。

８ その他会社の状況に関する重要な事項
該当事項はありません。



連結計算書類

37

連 結 貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

科 目 当連結会計年度
（2024年３月31日現在）

前連結会計年度
（ご 参 考）
（2023年３月31日現在）

科 目 当連結会計年度
（2024年３月31日現在）

前連結会計年度
（ご 参 考）
（2023年３月31日現在）

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 （134,551） （123,074） 流 動 負 債 （73,123） （67,282）

現 金 及 び 預 金 19,623 17,660 支払手形及び買掛金 15,394 16,389
受取手形及び売掛金 48,067 47,454 短 期 借 入 金 27,154 20,712
商 品 及 び 製 品 26,758 24,309 リ ー ス 債 務 3,306 2,770
仕 掛 品 2,084 2,048 未 払 費 用 11,169 12,313
原材料及び貯蔵品 28,569 25,151 未 払 法 人 税 等 3,131 1,486
そ の 他 11,171 8,375 製品保証引当金 1,791 1,890
貸 倒 引 当 金 △1,723 △1,925 そ の 他 11,176 11,719

固 定 資 産 （112,478） （84,815） 固 定 負 債 （63,606） （43,567）
有 形 固 定 資 産 （40,242） （32,848） 社 債 40,000 20,000
建物及び構築物 10,856 9,830 長 期 借 入 金 1,554 2,058
機械装置及び運搬具 6,654 4,351 リ ー ス 債 務 7,544 7,943
土 地 4,491 3,937 繰 延 税 金 負 債 5,646 4,353
リ ー ス 資 産 9,151 8,434 役員退職慰労引当金 20 42
建 設 仮 勘 定 3,825 1,524 退職給付に係る負債 2,275 4,470
そ の 他 5,263 4,770 そ の 他 6,564 4,698

無 形 固 定 資 産 （41,295） （30,328） 負 債 合 計 136,730 110,850
の れ ん 15,764 8,994 （純 資 産 の 部）
ソ フ ト ウ エ ア 9,315 11,650 株 主 資 本 （87,556） （86,926）
そ の 他 16,214 9,683 資 本 金 16,837 16,780

投資その他の資産 （30,940） （21,638） 資 本 剰 余 金 20,739 20,682
投 資 有 価 証 券 6,017 3,225 利 益 剰 余 金 53,151 52,635
長 期 貸 付 金 477 343 自 己 株 式 △3,172 △3,171
繰 延 税 金 資 産 19,010 13,849 その他の包括利益累計額 （20,743） （8,384）
そ の 他 5,446 4,230 その他有価証券評価差額金 1,579 891
貸 倒 引 当 金 △11 △11 繰延ヘッジ損益 − 14

為替換算調整勘定 17,810 7,313
退職給付に係る調整累計額 1,354 164

新 株 予 約 権 63 63
非支配株主持分 1,934 1,666
純 資 産 合 計 110,298 97,040

資 産 合 計 247,029 207,890 負 債 純 資 産 合 計 247,029 207,890
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連 結 損 益 計 算 書
（単位：百万円）

科 目
当連結会計年度

(自2023年４月１日 )至2024年３月31日

前連結会計年度（ご参考）

(自2022年４月１日 )至2023年３月31日
売 上 高 216,497 215,625
売 上 原 価 101,731 103,223
売 上 総 利 益 114,766 112,401
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 103,561 92,864
営 業 利 益 11,204 19,537
営 業 外 収 益 1,186 917

受 取 利 息 336 189
受 取 配 当 金 66 54
為 替 差 益 210 137
投 資 有 価 証 券 評 価 益 221 −
受 取 保 険 金 − 280
そ の 他 351 254

営 業 外 費 用 3,534 2,624
支 払 利 息 2,228 1,058
そ の 他 負 債 の 利 息 146 231
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 246 344
投 資 有 価 証 券 評 価 損 − 567
そ の 他 912 421

経 常 利 益 8,857 17,829
特 別 利 益 1,956 −

投 資 有 価 証 券 売 却 益 394 −
関 係 会 社 株 式 売 却 益 760 −
受 取 保 険 金 801 −

特 別 損 失 6,366 1,791
減 損 損 失 1,434 880
特 別 退 職 金 1,070 −
訴 訟 関 連 損 失 3,420 −
子 会 社 株 式 売 却 損 440 −
和 解 金 − 911

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 4,446 16,038
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,420 7,644
法 人 税 等 調 整 額 △5,185 △3,569
当 期 純 利 益 5,211 11,962
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 271 156
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,940 11,806
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連結株主資本等変動計算書
(自 2023年４月１日 )至 2024年３月31日

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 16,780 20,682 52,635 △3,171 86,926
当 期 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △4,423 △4,423
親会社株主に帰属する当期純利益 4,940 4,940
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
そ の 他 56 56 113
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額）

当期中の変動額 合計 56 56 516 △0 629
当 期 末 残 高 16,837 20,739 53,151 △3,172 87,556

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 891 14 7,313 164 8,384 63 1,666 97,040
当 期 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △4,423
親会社株主に帰属する当期純利益 4,940
自 己 株 式 の 取 得 △0
そ の 他 113
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額） 687 △14 10,497 1,189 12,359 − 268 12,628

当期中の変動額 合計 687 △14 10,497 1,189 12,359 − 268 13,258
当 期 末 残 高 1,579 − 17,810 1,354 20,743 63 1,934 110,298
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社数 64社
〔主要な会社名〕
㈱トプコン山形、㈱トプコンソキアポジショニングジャパン、㈱トプコンメディカルジャパン、
㈱トプコンオプトネクサス、Topcon Positioning Systems, Inc.、Topcon Medical Systems, Inc.、
Topcon Europe Positioning B.V.、Topcon Europe Medical B.V.、Topcon Optical (Dongguan)
Technology Ltd.、Topcon (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.

（連結子会社の異動）
当連結会計年度において、Topcon Healthcare, Inc.は、設立したことに伴い、Satel Oyは、買収し

た こ と に 伴 い、 連 結 子 会 社 と し て お り ま す。ま た、GEOPRO s.r.l. は 当 社 連 結 子 会 社 の
TopconPositioning Italy s.r.l.と合併したことに伴い、Topcon WE GmbHは、当社連結子会社の
Topcon Electronics GmbH & Co. KG（現、Topcon Electronics GmbH）と合併したことに伴い、
株式会社トプコンテクノハウスは、所有株式のすべてを売却したことに伴い、連結子会社から除外してお
ります。

(2) 主要な非連結子会社の名称等
〔主要な非連結子会社〕 ㈱トプコンジーエス
(連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社数 １社

〔主要な会社名〕 ㈱トプコンジーエス
(2) 持分法適用の関連会社数 ５社

〔主要な会社名〕 ㈱トプコン・エシロールジャパン
(持分法適用の関連会社の異動)
当連結会計年度において、DDK Positioning Limitedは、株式を取得したことに伴い、持分法適用の関

連会社としております。また、iVolve Holding Pty. Ltd.及びその子会社３社は、所有株式のすべてを売
却したことに伴い、持分法適用の関連会社から除外しております。

(3) 持分法適用会社のうち、㈱トプコン・エシロールジャパンは、決算日が12月31日であります。連結計算
書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
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は、連結上、必要な調整を行っております。それ以外の持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異
なる会社については、当該会社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち以下9社の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の

計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
Topcon(Beijing)Opto-Electronics Development Corporation、
Topcon(Beijing)Medical Technology Co.,Ltd.、
Topcon Optical(Dongguan)Technology Ltd.、
Shanghai Topcon-Sokkia Technology&Trading Co.,Ltd.、Norac Trading (Shanghai) Inc.
Topcon Precision AG Europe S.L.、Topcon Positioning Spain, S.L.U.、
Topcon Positioning Portugal, L.D.A.、Topcon Positioning Canarias, S.L.
また、それ以外の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
その他有価証券
市場価格のない株式等以外の
もの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② 棚卸資産

当社及び国内連結子会社は、平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法）により評価しており、在外連結子会社は、平均法による低価法、又は、先入先出法によ
る低価法により評価しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３〜50年
機械装置及び運搬具 ４〜７年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は、自社利用のソフトウエアは、社内における利用可能期間(５〜10年)に基づ

く定額法を採用し、在外連結子会社は、主として定額法を採用しております。
③ リース資産
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所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

当社及び連結子会社は、債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別にそれぞれ回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 製品保証引当金
販売した製品の無償アフターサービスに備えるため、売上高に対する経験率により計上しております。

③ 役員退職慰労引当金
一部の国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、主にその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。
③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 収益及び費用の計上基準
当社グループはポジショニング事業、アイケア事業の各製品の製造、販売を主な事業とし、これらの製品

の販売については、主に、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足
されると判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、国内の販売について
は、主に出荷時点で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き及び割戻し等を控除した金額で測定してお

ります。
取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益
及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配
株主持分に含めております。
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(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利スワップ 借入金の支払金利
為替予約 外貨建債権債務

③ ヘッジ方針
「財務管理規則」に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクについて、デリバティブ取引を実
需の範囲とする方針であり、投機目的によるデリバティブ取引は行わないこととしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、継続して為替及び金利の変動による影響を

相殺又は一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。
(8) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、20年以内の効果の及ぶ期間に基づく定額法を採用しております。
(9) 会計上の見積り

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計
年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
① 繰延税金資産 19,010百万円

繰延税金資産は、将来減算一時差異及び繰越欠損金に対して、納税主体毎の事業計画に基づく課税所得
の発生時期及び金額、予定される繰延税金負債の取崩及びタックス・プランニングを考慮し見積っており
ます。将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定
は、事業セグメント別での地域別や製品種類別の売上収益の成長見込み及び市場予測であります。当該見
積りは将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の
時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において繰延税金資産の金額に重
要な影響を与える可能性があります。

② 有形固定資産 40,242百万円、無形固定資産 41,295百万円、減損損失 1,434百万円
固定資産については、資産グループ毎に減損の兆候の有無を判定し、兆候がある場合は事業計画に基づ

く割引前将来キャッシュ・フローを見積ったうえで、減損損失の認識の要否を判断しております。減損損
失の認識が必要と判断した場合は、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。割引前将来キャッシ
ュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、資産グループ毎の地域別や製品種類別の売上収益の成長見込み
及び市場予測であります。当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性が
あり、将来キャッシュ・フローの見積りが減少した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において減
損損失が生じ、有形固定資産及び無形固定資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。なお、
（連結損益計算書に関する注記）に記載のとおり、当連結会計年度において、減損損失1,434百万円を計上
しております。



44

（連結貸借対照表に関する注記）
当連結会計年度 前連結会計年度

（ご参考）
１．有形固定資産の減価償却累計額 53,595百万円 46,932百万円

２．債権流動化
当連結会計年度 前連結会計年度

（ご参考）
受取手形及び売掛金譲渡残高 2,449百万円 2,484百万円

３．コミットメントライン契約
当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引金融機関とコミットメントライン契約を締

結しております。当該契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
当連結会計年度 前連結会計年度

（ご参考）
コミットメントラインの総額 32,000百万円 32,000百万円
借入実行残高 10,500百万円 12,000百万円
差引額 21,500百万円 20,000百万円
上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の合計金
額を控除した金額を、2021年３月決算期末における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から
為替換算調整勘定の合計金額を控除した金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 報告書等に記載される連結損益計算書における営業利益を、２期連続して赤字としないこと。
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（連結損益計算書に関する注記）
１．減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 場所 種類 金額

遊休資産 ロシア連邦

建物
機械及び装置

工具器具及び備品
建設仮勘定

その他無形固定資産

9百万円
139百万円
19百万円
583百万円
683百万円

当社グループは、遊休資産については個別にグルーピングを行っています。当連結会計年度において、遊休
となった上記資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計
上しております。なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定し、零として評価してお
ります。
２．訴訟関連損失
当社の米国子会社は、Carl Zeiss Meditec, Inc.より、その営業秘密を当社米国子会社の事業活動に使用し

たとして損害賠償を請求する訴訟を提起されておりましたが、2024年１月９日付で和解が成立いたしました。
当連結会計年度の訴訟関連損失は、これに基づく和解金を含む損失であります。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発 行 済 株 式

普 通 株 式 108,265 56 − 108,322

自 己 株 式

普 通 株 式 2,970 0 − 2,970

２．当連結会計年度に行った剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2023年５月25日
取 締 役 会 普通株式 2,316 22 2023年３月31日 2023年６月９日

2023年10月27日
取 締 役 会 普通株式 2,107 20 2023年９月30日 2023年12月７日
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(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次の決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり

配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2024年５月24日
取 締 役 会 普通株式 2,317 利益剰余金 22 2024年３月31日 2024年６月７日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入による方
針です。なお、大型Ｍ＆Ａ等による特殊な資金需要に対しては、社債等の直接金融も含めた資金調達方法
を都度検討しております。また、キャッシュマネジメントシステム（ＣＭＳ）の有効活用により適正な資
金管理を図っております。デリバティブは、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために利用し
ており、投機的な取引は行わない方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。グローバルに事業を展

開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為
替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒さ

れております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。
借入金、社債及びファイナンス・リースは、主に設備投資や研究開発投資に必要な資金の調達及び営業

取引に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は決算日後最長9年後であります。このうち一部は
変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用し
ております。なお、当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引金融機関とコミット
メントライン契約を締結しておりますが、この契約には財務制限条項が付されており、これに抵触した場
合、契約先の要求により、契約が解除される可能性があります。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につい

ては、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、債権管理規則に従い、営業債権について、財務担当部門が取引先の状況を定期的にモニタリン
グし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
や軽減を行っております。連結子会社についても、当社の債権管理規則に準じて、各社において同様の管
理を行っております。デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融
機関とのみ取引を行っておりますので、信用リスクはほとんど無いと判断しております。
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当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額
により表されています。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券につきましては、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保管部門

において取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引につきましては、取引権限やリスク管理方針等を定めた社内規程に基づき、財務担当

部門において取引・記帳及び契約先と残高照合等を行っております。月次の取引実績は、財務担当部門所
管の役員に報告しております。連結子会社においても、当社の社内規程に準じて管理をそれぞれ行ってお
ります。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許

流動性を各社売上高の１ヶ月分相当以上に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに
より、当該価額が変動することもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリ
バティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも
のではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2024年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。なお、非上場株式（連結貸借対照表計上額2,194百万円）は、市場価格がなく、
次表には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 受取手形及び売掛金 48,067 48,067 −
貸倒引当金（*1） △1,723 △1,723

46,344 46,344 −
(2) 投資有価証券

その他有価証券 3,822 3,822 −
資産計 50,167 50,167 −

(3) 支払手形及び買掛金 15,394 15,394 −
(4) 短期借入金 26,754 26,754 −
(5) 社債 40,000 39,530 △469
(6) 長期借入金（*2） 1,954 1,864 △90
(7) リース債務 10,851 10,858 7

負債計 94,954 94,403 △551
デリバティブ取引（*3） △61 △61 −

（*1）受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
（*2）長期借入金の支払期日が１年以内になったことにより、短期借入金に計上されたものについては、本表

では長期借入金として表示しております。
（*3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2024年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 3,822 − − 3,822
資産計 3,822 − − 3,822

デリバティブ取引
通貨関連 − 61 − 61
負債計 − 61 − 61

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2024年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
社債 − 39,530 − 39,530
長期借入金 − 1,864 − 1,864
リース債務 − 10,858 − 10,858
負債計 − 52,253 − 52,253

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１に分類しております。
社 債
当社の発行する社債は市場価格を用いて評価しております。社債は市場での取引頻度が低く、活発な市場

における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
長期借入金、リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入れ又はリース取引を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
金利スワップ及び為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値

法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
当連結会計年度 前連結会計年度

（ご参考）
１．１株当たり純資産額 1,027円99銭 905円17銭
２．１株当たり当期純利益 46円90銭 112円16銭

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの売上高は、主に顧客との契約から認識された収益であります。顧客との契約から生じる収益
を、顧客の所在地を基礎とした地域別に分解した情報は下記のとおりです。

当連結会計年度（自 2023年４月１日 至 2024年３月31日） (単位：百万円)
日本 北米 ヨーロッパ アジア・

オセアニア その他 合計

ポジショニング事業 26,019 57,887 35,774 13,912 6,785 140,379

アイケア事業 10,043 20,596 20,392 15,819 8,101 74,954

その他 428 282 13 437 2 1,163

合計 36,491 78,766 56,179 30,170 14,889 216,497
（表示方法の変更）
当社は、事業セグメントを従来の「スマートインフラ事業」「ポジショニング・カンパニー」「アイケア事

業」及び「その他」の４区分から、「ポジショニング事業」「アイケア事業」及び「その他」の３区分に変更し
ております。当該変更と合わせ、前連結会計年度までは「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」につ
きまして、顧客の所在地を基礎とした地域別に分解した情報を表示しておりましたが、当連結会計年度より当
該顧客の所在地を基礎とした地域別に分解した情報を報告セグメントに分解し、より充実した内容で表示して
おります。
また、前連結会計年度において区分掲記していた「中国」は重要性が減少したため、当連結会計年度より

「アジア・オセアニア」に含めて表示しております。

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項）４．会計方

針に関する事項 (5) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(１)契約資産及び契約負債の残高等

当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生して
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いないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、
当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

(２)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１

年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約
から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

科 目 当事業年度
（2024年３月31日現在）

前事業年度（ご参考）
（2023年３月31日現在） 科 目 当事業年度

（2024年３月31日現在）
前事業年度（ご参考）
（2023年３月31日現在）

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 （55,450） （47,519） 流 動 負 債 （34,820） （36,470）

現 金 及 び 預 金 513 691 支 払 手 形 366 431
受 取 手 形 174 234 買 掛 金 7,037 8,792
売 掛 金 13,753 12,498 短 期 借 入 金 20,606 21,025
製 品 5,911 5,279 リ ー ス 債 務 682 664
仕 掛 品 188 145 未 払 金 337 224
原材料及び貯蔵品 1,444 1,304 未 払 費 用 3,543 4,470
前 払 費 用 379 240 未 払 法 人 税 等 1,646 293
短 期 貸 付 金 29,779 23,681 前 受 金 0 11
未 収 入 金 3,293 3,469 預 り 金 76 64
そ の 他 133 83 製品保証引当金 155 222
貸 倒 引 当 金 △121 △109 資 産 除 去 債 務 154 153

そ の 他 213 115
固 定 資 産 （91,321） （76,507） 固 定 負 債 （44,668） （25,758）
有 形 固 定 資 産 （4,959） （4,509） 社 債 40,000 20,000
建 物 2,573 2,743 長 期 借 入 金 1,100 1,500
構 築 物 80 86 リ ー ス 債 務 809 1,392
機 械 及 び 装 置 293 274 退職給付引当金 2,546 2,649
車両及び運搬具 0 0 そ の 他 212 216
工具器具及び備品 663 774 負 債 合 計 79,489 62,229
土 地 236 236 （純 資 産 の 部）
リ ー ス 資 産 189 132 株 主 資 本 （65,777） （60,933）
建 設 仮 勘 定 923 261 資 本 金 16,837 16,780

無 形 固 定 資 産 （4,504） （5,374） 資 本 剰 余 金 （21,250） （21,193）
特 許 権 178 224 資 本 準 備 金 19,326 19,269
借 地 権 57 57 その他資本剰余金 1,924 1,924
ソ フ ト ウ エ ア 1,623 2,409 利 益 剰 余 金 （30,861） （26,130）
そ の 他 2,644 2,683 利 益 準 備 金 571 571

投資その他の資産 （81,858） （66,623） その他利益剰余金 （30,289） （25,558）
投 資 有 価 証 券 2,896 2,099 別 途 積 立 金 12,082 12,082
関 係 会 社 株 式 72,308 58,086 繰越利益剰余金 18,207 13,476
関係会社出資金 545 545 自 己 株 式 △3,172 △3,171
長 期 貸 付 金 3 0 評価・換算差額等 （1,442） （800）
長 期 前 払 費 用 690 571 その他有価証券評価差額金 1,442 800
繰 延 税 金 資 産 5,077 4,963 新 株 予 約 権 63 63
そ の 他 341 360
貸 倒 引 当 金 △4 △4 純 資 産 合 計 67,283 61,797

資 産 合 計 146,772 124,026 負 債 純 資 産 合 計 146,772 124,026
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損 益 計 算 書
（単位：百万円）

科 目
当事業年度

(自2023年４月１日 )至2024年３月31日

前事業年度（ご参考）

(自2022年４月１日 )至2023年３月31日
売 上 高 56,764 55,207
売 上 原 価 38,237 39,093
売 上 総 利 益 18,526 16,113
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,773 14,059
営 業 利 益 4,753 2,054
営 業 外 収 益 5,647 7,714

受 取 利 息 及 び 配 当 金 4,418 7,144
受 取 賃 貸 料 126 127
為 替 差 益 773 125
そ の 他 328 317

営 業 外 費 用 822 675
支 払 利 息 87 106
社 債 利 息 152 102
賃 貸 原 価 69 80
減 価 償 却 費 295 290
社 債 発 行 費 109 −
そ の 他 107 94

経 常 利 益 9,578 9,094
特 別 利 益 964 −

投 資 有 価 証 券 売 却 益 394 −
子 会 社 株 式 売 却 益 570 −

特 別 損 失 − 749
減 損 損 失 − 749

税 引 前 当 期 純 利 益 10,542 8,345
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,784 202
法 人 税 等 調 整 額 △396 △118
当 期 純 利 益 9,154 8,260
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株主資本等変動計算書
( 自 2023年４月１日 )至 2024年３月31日

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 16,780 19,269 1,924 21,193 571 12,082 13,476 26,130 △3,171 60,933
当期中の変動額
新 株 の 発 行 56 56 56 113
剰 余 金 の 配 当 △4,423 △4,423 △4,423
当 期 純 利 益 9,154 9,154 9,154
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の
項目の当期中の
変動額（純額）

当期中の変動額 合計 56 56 − 56 − − 4,731 4,731 △0 4,844
当 期 末 残 高 16,837 19,326 1,924 21,250 571 12,082 18,207 30,861 △3,172 65,777

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 800 800 63 61,797
当期中の変動額
新 株 の 発 行 113
剰 余 金 の 配 当 △4,423
当 期 純 利 益 9,154
自己株式の取得 △0
株主資本以外の
項目の当期中の
変動額（純額）

641 641 − 641

当期中の変動額 合計 641 641 − 5,485
当 期 末 残 高 1,442 1,442 63 67,283
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個別注記表

（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
関係会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外の
もの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産

製品 総平均法による原価法
仕掛品 見込生産品は総平均法による原価法

注文生産品は個別法による原価法
原材料及び貯蔵品 移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産除く） 定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３〜50年
機械装置及び運搬具 ４〜７年

(2) 無形固定資産（リース資産除く）
自社利用のソフトウエアは社内における利用可能期間（5〜10年）に基づく定額法を採用しておりま

す。その他の無形固定資産は定額法を採用しております。
(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については
個別にそれぞれ回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(2) 製品保証引当金
販売した製品の無償アフターサービスに備えるため、売上高に対する経験率により計上しております。

(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計

上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、当事業年度末においては、年金資産見込額が退職給付債務見込額から未認識数理計算上の差異を

調整した額を上回るため、当該超過額558百万円を前払年金費用として投資その他の資産の「長期前払費
用」に含めて計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社は主にポジショニング製品及びアイケア製品の製造及び販売を行っております。これらの製品は、国内

向け販売については主に出荷時点で、海外向けについては主に船積時点で、それぞれ収益を認識しておりま
す。また、収益は顧客との契約において約束された対価から値引き及び割戻し等を控除した金額で測定してお
ります。
取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

６．ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理を採用しており、通貨スワップについては振当処理を採用しておりま
す。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
金利スワップ 借入金の支払金利
通貨スワップ 外貨建貸付金及び外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針
「財務管理規則」に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクについて、デリバティブ取引の限度
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額を実需の範囲とする方針であり、投機目的によるデリバティブ取引は行わないこととしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、継続して為替及び金利の変動による影響を相
殺又は一定の範囲に限定する効果が見込まれるため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。

７．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけ
るこれらの会計処理の方法と異なっております。

(２) 会計上の見積り
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財

務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
① 繰延税金資産 5,077百万円

繰延税金資産は、将来減算一時差異及び繰越欠損金に対して、事業計画に基づく課税所得の発生時期
及び金額、予定される繰延税金負債の取崩及びタックス・プランニングを考慮し見積っております。将
来の収益力に基づく課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、その主要な仮定は、事業
セグメント別での地域別や製品種類別の売上収益の成長見込み及び市場予測であります。当該見積りは
将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期
及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において繰延税金資産の金額に重要な影響を
与える可能性があります。

② 有形固定資産 4,959百万円、無形固定資産 4,504百万円
固定資産については、資産グループ毎に減損の兆候の有無を判定し、兆候がある場合は事業計画に基

づく割引前将来キャッシュ・フローを見積ったうえで、減損損失の認識の要否を判断しております。減
損損失の認識が必要と判断した場合は、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。割引前将来キ
ャッシュ・フローの算出に用いた主要な仮定は、資産グループ毎の地域別や製品種類別の売上収益の成
長見込み及び市場予測であります。当該見積りは将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受け
る可能性があり、減損兆候判定の状況や将来キャッシュ・フロー見積りの状況によっては、翌事業年度
の計算書類において減損損失が生じ、有形固定資産及び無形固定資産の金額に重要な影響を及ぼす可能
性があります。
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（貸借対照表に関する注記）
当事業年度 前事業年度

（ご参考）
１．関係会社に対する短期金銭債権 43,809百万円 36,489百万円
２．関係会社に対する短期金銭債務 16,429百万円 17,275百万円
３．有形固定資産の減価償却累計額 17,148百万円 17,304百万円
４．コミットメントライン契約

当社は、資金調達の機動性及び安定性の確保を目的として、取引金融機関とコミットメントライン契約を締
結しております。当該契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

当事業年度 前事業年度
（ご参考）

コミットメントラインの総額 32,000百万円 32,000百万円
借入実行残高 10,500百万円 12,000百万円
差引額 21,500百万円 20,000百万円
上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から為替換算調整勘定の合計金
額を控除した金額を、2021年３月決算期末における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額から
為替換算調整勘定の合計金額を控除した金額の75%に相当する金額以上に維持すること。

② 報告書等に記載される連結損益計算書における営業利益を、２期連続して赤字としないこと。

５．貸出コミットメント
キャッシュマネジメントシステム(CMS)による関係会社に対する貸出コミットメントは、次のとおりでありま

す。
当事業年度 前事業年度

（ご参考）
ＣＭＳによる貸付限度額の総額 19,000百万円 16,000百万円
貸付実行残高 10,819百万円 7,305百万円
差引貸付未実行残高 8,180百万円 8,694百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高 当事業年度 前事業年度

（ご参考）
売上高 53,586百万円 52,139百万円
仕入高 28,832百万円 29,546百万円
営業取引以外の取引 4,550百万円 7,829百万円



計算書類

59

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度 前事業年度

（ご参考）
期末日における自己株式数 2,970,328株 2,970,058株

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

当事業年度 前事業年度
（ご参考）

（繰延税金資産）
棚卸資産 1,846百万円 1,662百万円
未払賞与 274百万円 258百万円
未払事業税 108百万円 51百万円
退職給付引当金 742百万円 811百万円
ソフトウエア 724百万円 755百万円
貸倒引当金 38百万円 34百万円
未払費用 185百万円 189百万円
繰越欠損金 −百万円 78百万円
資産除去債務 111百万円 111百万円
その他 2,200百万円 1,927百万円
繰延税金資産小計 6,233百万円 5,879百万円
評価性引当金 △340百万円 △364百万円
繰延税金資産合計 5,893百万円 5,515百万円

（繰延税金負債）
前払年金費用 133百万円 133百万円
資産除去債務 46百万円 64百万円
その他有価証券評価差額金 636百万円 353百万円
繰延税金負債合計 816百万円 551百万円
繰延税金資産の純額 5,077百万円 4,963百万円
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
当事業年度 前事業年度

（ご参考）
法定実効税率 30.62 ％ 30.62 ％
（調整）
交際費等損金不算入の永久差異 0.62 1.96
受取配当金等益金不算入の永久差異 △11.71 △24.75
住民税均等割等 0.03 0.05
評価性引当額 △0.22 △0.04
税額控除 △3.07 △6.95
子会社株式譲渡による影響 △3.76 −
その他 0.66 0.12
税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.16 1.01
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（関連当事者との取引に関する注記）
(1)子会社及び関連会社

種 類 会社等の名称
議決権等の
所有割合
(％)
(注３)

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額
(百万円) 科 目 期末残高

(百万円)

子会社 ㈱トプコン山形 100.0
当社のポジショニング、アイ
ケア製品の一部を製造
役員の兼任４人

仕 入
（注１） 25,834 買 掛 金 5,814
資金の貸付
（注２） 2,550 短期貸付金 8,674

子会社 ㈱トプコンオプト
ネクサス 100.0

当社のポジショニング、アイ
ケア製品の一部を製造
役員の兼任４人

資金の貸付
（注２） 1,145 短期貸付金 2,145

子会社
㈱トプコンソキア
ポジショニングジ
ャパン

100.0
(100.0)

当社のポジショニング製品を
販売
役員の兼任３人

販 売
（注１） 9,268 売 掛 金 2,924
資金の調達
（注２） 997 短期借入金 8,127

子会社 ㈱トプコンメディ
カルジャパン 100.0 当社のアイケア製品を販売

役員の兼任３人
販 売
（注１） 2,230 売 掛 金 632

子会社 ㈱トプコンポジシ
ョニングアジア 100.0

㈱トプコンソキアポジショニ
ングジャパン等の持株会社
役員の兼任４人

資金の調達
（注２） 108 短期借入金 108

子会社
Topcon
America
Corporation

100.0

Topcon Positioning
Systems,Inc. 及 び Topcon
Medical Systems,Inc.等の持
株会社
役員の兼任３人

資金の貸付
（注２） 2,272 短期貸付金 17,924

子会社
Topcon
Positioning
Systems, Inc.

100.0
(100.0)

当社のポジショニング製品を
製造・販売
役員の兼任６人

販 売
（注１） 5,977 売 掛 金 1,546

子会社
Topcon
Medical
Systems, Inc.

100.0
(100.0)

当社のアイケア製品を販売
役員の兼任２人

販 売
（注１） 8,984 売 掛 金 1,687

子会社 Topcon Europe
Medical B.V.

100.0
(100.0)

当社のアイケア製品を販売
役員の兼任１人

販 売
（注１） 11,283 売 掛 金 2,236

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．子会社との仕入・販売価格については、市場価格を基に価格を決定しております。
２．子会社との資金の借入・貸付については、当社グループ内での余剰資金の有効活用を目的としたグループファイナ
ンスとして行っており、「取引金額」には前事業年度末時点との差引き金額を記載しております。

３．議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
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(2)役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又は
出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

役員 平野 聡 − −
当社

代表取締役
会長

(被所有)
直接 0.09 −

金銭報酬債権の
現物出資
(注１)

16 − −

役員 江藤 隆志 − −
当社

代表取締役
社長 CEO

(被所有)
直接 0.05 −

金銭報酬債権の
現物出資
(注１)

24 − −

役員 秋山 治彦 ─ ─
当社取締役
兼 専務執行
役員

(被所有)
直接 0.04 ─

金銭報酬債権の
現物出資
(注１)

14 ─ ─

役員 熊谷 薫 ─ ─
当社取締役
兼 常務執行
役員

(被所有)
直接 0.02 ─

金銭報酬債権の
現物出資
(注１)

12 ─ ─

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．譲渡制限付株式報酬制度に伴う、金銭報酬債権の現物出資によるものであります。

（１株当たり情報に関する注記）
当事業年度 前事業年度

（ご参考）
１．１株当たり純資産額 638円05銭 586円29銭
２．１株当たり当期純利益 86円91銭 78円48銭

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表の「（連結計算書類作成のための基本となる重要な
事項）４．会計方針に関する事項 (5) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月17日
株式会社トプコン
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 丸 整 行
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 白 鳥 大 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社トプコンの２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、

すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トプコン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過

程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う
ことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤

謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得

て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計
すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以

下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査
手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ
るような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた
連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、

及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的

に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は
その内容について報告を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2024年５月17日
株式会社トプコン
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 丸 整 行
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 白 鳥 大 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社トプコンの２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第１３１期事業年度

の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状

況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査
における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではな

い。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過

程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は

誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得

て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持し

て以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書におい
て計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存
続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計
算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事

項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合

理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第１３１期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監
査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役
等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、経営監査室その他の
使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。尚、監査上の主要検討事項については、会
計監査人と協議するとともに、その監査の実施状況について説明を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０２４年５月２３日
株 式 会 社 ト プ コ ン 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 中 村 昭 久 印
常 勤 監 査 役 笠 信 之 印
監査役 ( 社外 ) 竹 谷 敬 治 印
監査役 ( 社外 ) 鈴 木 潔 印

以 上
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株主総会 会場ご案内図

交通のご案内

●都営地下鉄三田線
「本蓮沼駅」下車、
Ａ２出口より徒歩10分

●ＪＲ線
「赤羽駅」下車、西口より
国際興業バス約10分
のりば❸「ときわ台駅行」
のりば❶「高島平操車場行」
いずれの路線も「赤羽西六丁目」
下車、徒歩２分

日 時 2024年６月26日（水）午前10時（受付開始 午前９時）

東京都板橋区蓮沼町75番1号
当社本店 電話（03）3966－3141

※ご来場の際は、正門をご利用くださいますようお願い申し上げます。
※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

場 所

環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを使用してい
ます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


